
学生の留学に係る危機管理について
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〇京都大学、関西大学

気候変動下でのレジリエントな社会発展を担う国
際インフラ人材育成プログラム
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学生派遣・受入れにおける
危機管理
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プログラム実施前

対学生
① ガイダンスでの現地の安全情報の周知

・派遣先の日本大使館領事部が提供している安全情報
・教員が知りうる現地情報を学生に提供
・現地での緊急連絡先情報（大使館，ASEAN拠点等の電話番号）

② 安全に留意し留学の目的のために行動する旨の宣誓書を提出させる
③ 各学生の留守家族等，緊急連絡先の情報収集
④ 海外旅行保険への加入

同一の保険会社の保険に加入させる。但し保険タイプは各自に選ばせる

教員・事務局
緊急連絡体制（緊急の場合に備えた電話連絡網）の作成と確認

京都大学（気候変動下でのレジリエントな社会発展を担う国際インフラ人材育成プログラム）

対学生
① インバウンド保険への加入
② 食物アレルギーの有無，ありの場合は何のアレルギーかを確認する
③ 信仰上の飲食・行動の制限等について，確認する
（例：宗教を理由に飲食に制限があるか，イスラム教のラマダン期間にあたる場合の行動制限等）

派遣

受入れ
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対学生
① 留学生の携帯電話番号等，現地留守宅連絡先の情報を収集
② 日本でのプログラム中の緊急連絡先を配布

（特定教員の携帯電話番号と名前をカードに英語で記載）

教員・事務局
① 授業，フィールドトリップへの担当教員の同行
② 病院等への通院の付き添い

プログラム実施中

派遣：双方向短期留学プログラムの場合

対学生
① 現地でのプログラム中の緊急連絡先を周知（携帯電話を借上げ，同行教員が緊急用として使用）
② 体調不良等を含め，何らかの異常があれば同行教員に報告するよう指示

教員・事務局
① 常に2名以上の教員が同行
② 京都大学ASEAN拠点にプログラムの実施について情報共有

学生の滞在時の安全確保についてバックアップを依頼
③ 学生の通院・入院などの際は教員が同行
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年 場所 派遣
／受入 内容と対応 ◎気づき・●改善点

H25
2013

ケガ
病気

京都 受入

①ケガをした留学生来日
→通院

●インバウンド海外旅行保険が必須
◎通院時の教員同行が必須②帰国前日の留学生発熱

→病院の治療費が高額で，治療拒否

H26
2014

病気

伝染病
風土病

インドネシア
バンドン 派遣

①派遣学生がパラチフス感染
複数の学生が同時多発的に体調不良
そのうち一名は入院

→時系列での対応表を作成し，情報共有
→各人の保険会社への連絡対応
→教員一名を入院した学生担当とする
→（伝染病のため）飛行機・ホテルのキャンセル等の
ロジ対応

◎●関係者間での情報共有が重要
◎事務局・関連教員間の緊急連絡体
制が重要
●学生たちの海外旅行保険は同一の
保険会社であるとスムース
●同行教員は2名以上必須
◎現地教員，学生との連携が重要
◎現地・日本の旅行代理店への迅速
な対応が重要
◎保護者情報を含めた緊急連絡先情
報の共有が重要

②帰国日朝に高熱・胃腸障害(風土病）
→英語対応の病院へ一日入院
→日本の保護者に連絡し，空港への出迎えを依頼

H27
2015

テロ

タイ
バンコク
(派遣前）

派遣前
派遣直前，タイ・バンコクの中心部で爆破事件が発生
し，派遣の可不可につき議論
→宣誓書に署名をさせることと徹底した安全情報の周
知で，派遣実施

●危険なエリアに近づかないこと，
留学の目的に専念すること等の宣誓
書に署名をさせ，自覚を促す重要性

事例：DRCプログラム（H23/2011-H27/2015)

京都大学（気候変動下でのレジリエントな社会発展を担う国際インフラ人材育成プログラム）
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年 場所 派遣
／受入 内容と対応 ◎気づき・●改善点

H29
2017

病気

ミャンマー
マンダレー・

タイ
バンコク

派遣

派遣学生がインターン先で体調不良
→現地病院に一日入院，その後は宿舎で休養
インターン研修後，バンコクへ移動。その夜
の食事で甲殻アレルギーを発症→バンコクの
病院に一日入院，宿舎で休養，帰国

◎インターン研修先の対応による助け大
●自身のアレルギーについて事前によく理
解しておくことが必須

H29
2017

災害
京都 受入れ

台風の接近により，講義が中止
→前日から，講義中止の場合の対応について
参加者に周知
また，テレビ等の情報の収集方法を周知

◎英語による災害情報の収集方法を周知す
ることが重要

H30
2018

現地で
の公共
交通機
関利用

タイ
バンコク 派遣

学生を連れて乗ったタクシー運転手が道を
まったく知らず，目的地への到着が困難で
あった→タイ語を解する同行教員が同乗して
いたため時間はかかったものの無事に到着

◎タクシーなどの交通機関を利用する場合，
現地の言語がわからない国では，つねに現
地学生とともに移動することが必須
◎プログラム遂行に必要な移動には車両手
配を要する

H30
2018

災害

関西
国際空港 派遣

大型台風21号の被害により関西国際空港の利
用が不可となり，派遣していた学生5名の帰国
便がキャンセル(1便のみ予定どおり）となる。
→中部国際空港に着陸する便に変更し，名古
屋・京都間の移動については海外旅行保険で
対応

◎航空券を手配した旅行代理店との迅速な
連絡が重要
◎学生たちの海外旅行保険は同一の保険会
社であるとスムース
●保護者情報(含E-mailアドレス）を含め
た緊急連絡先情報の共有が必須

事例：RSDCプログラム（H28/2016-)

京都大学（気候変動下でのレジリエントな社会発展を担う国際インフラ人材育成プログラム）
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① 海外旅行保険は全員同じ保険会社と契約させる
② 出発前に，安全に留意し留学の目的のために行動する旨の宣誓書を提出させる
③ 学生自身のアレルギーの有無などを再度確認させる
④ 保護者（緊急連絡先）情報は，氏名，住所，電話番号のほか，メールアドレスも収集する
⑤ 現地への同行教員は2名以上とし，必ず滞在期間を重複させ，引き継ぎを行う
⑥ 現地で使用するために携帯電話を一台借上げ，期間中，同行教員が保持する

学生にはその携帯電話番号を緊急の際の連絡先として周知する

① インバウンド保険に加入させる
② 滞在中の英語による災害情報の収集方法を周知する

プログラム実施中は，参加学生の健康状態等の把握のほか，
実施地域の天候・災害情報，学生が利用するフライトの変更等についても

常に情報を収集することが重要
必要な場合，本人，保護者，関係者，旅行代理店，保険会社等と迅速に連絡をとり対応する

プログラム実施後の改善

派遣：双方向短期留学プログラムの場合
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東京外国語大学

日本発信力強化に貢献するミャンマー・ラオス・
カンボジア知日人材養成プログラム
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派遣学生の
危機管理について
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東京外国語大学の危機管理対策について

Tokyo University of Foreign Studies

①危機管理説明会・
オンライン教材等による情報

提供

②保険100％
加入

③現地の情報に精通
した教員からの指導

④渡航情報
システム

大学との
定期的な連絡

緊急時の
安否確認

渡航情報の
把握

危機管理サービス
OSSMA

＜海外の本学ネットワーク＞
同窓会組織（世界に52支部）、本学
海外拠点（現在15拠点）、元本学外
国語教員などの人的ネットワーク 11

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大きく4つの柱で対応している。1点目、危機管理説明会やオンライン教材による情報提供。2点目、保険への加入の義務付け。3点目、本学のアドバンテージともいえるが、各国文化、事情に精通した教員による指導。（ネイティブ講師を含む。）4点目、大学独自の渡航情報システム「ただいま海外留学中」を導入し、学生の渡航情報を把握し、緊急時に迅速に対応できるようにしている。さらに、今年度から「危機管理サービス」も導入し、希望する学生は加入できる体制を整えた。知っておくだけで避けられる危機がある。→本学としては、各国言語の授業での知識、および留学生課からの危機管理説明会を通し、できるだけの危機管理情報を伝えた上で、留学に行ってもらう。かつ、留学先でのトラブルに対応できるような統一した保険に100％加入させる。※SV（Short Visit）、交換については100%。休学留学についても、届け出に番号を記入させることで確認している。昨年度より保険料も割引、通常の32％割引。東京海上が母体（学研災付帯海外旅行保険）。



①危機管理説明会・
オンライン教材等による情報提供

外務省による

危機管理セミナー

東京検疫所による

感染症対策セミナー

渡航前

オリエンテーション
保険説明会

基礎リテラシ―

（1年生全員受講）
での危機管理説明会

Tokyo University of Foreign Studies
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
情報提供については記載のセミナー、説明会等で行っている。外務省の邦人援護官に来てもらい海外におけるテロ・犯罪等から身を守るための危機管理の講習会を年１回（春学期）。また、検疫所のドクターに来てもらい、海外における感染症対策等の健康管理の講習会を年２回（春学期、秋学期前）行っている。新入生向け必修科目である「基礎リテラシー」で「海外における危機管理」の講義を実施しているほか、多くの学生が海外留学に行く直前の（６月と１２月）には、渡航前オリエンテーションおよび保険説明会を実施している。※オリエンテーション、講義はトビタセンタースタッフによる。保険説明会は、保険会社（代理店）による。夏学期、冬学期の派遣を前に春、秋学期に行っている。その他、保護者を対象とした説明会を入学時および春と秋（６月と１０月）に実施しており、その一環として海外留学説明会を実施している。その説明会の中でも、危機管理についての内容を含んだプレゼンテーションを行っている。また、MOODLEによるオンライン教材として、「海外における危機管理」と「留学と健康」があり 、e-Learning できるようになっている。事例も多く、これらオンライン教材による取り組み状況が派遣時の成績として考慮される（特にShort Visit）。SVの場合、受講が義務づけられている。交換留学派遣の場合も、受講を「推奨」している。



②海外旅行保険100％加入について
•交換・短期海外留学といった本学の制
度を利用した留学

•休学留学（単位認定有り）、スタディ
ツアーなどにも加入可能範囲を広げる

学研災付帯
海外旅行保険
への加入

•休学願に海外渡航の情報を記入する
•海外旅行届（短期の旅行など）を提
出させる→海外旅行保険加入の有無
について確認

その他渡航者
の保険加入の

徹底
13

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
交換留学や短期留学、とびたてJAPANなど、大学を通じて海外に留学する学生は「学研災付帯海外旅行保険」に加入することを義務付けている。加入していない者は派遣を認めていないので加入率は100％である。※交換留学、SVでの派遣学生は全員「学研災付帯海外旅行保険」に加入させているが、休学して留学をする場合は、これまでは民間の保険会社に加入してもらっていた。　　来年度から休学留学の学生（単位認定のある学生）も「学研災付帯海外旅行保険」に加入させることとした。休学留学や、個人旅行、海外スタディツアー（大学主催）の参加学生に対しても、海外旅行保険の加入を義務付けている。加入の確認は、休学願と海外旅行届に情報 （保険会社名、証書番号）を記入させることで行っている。届けを出さない学生に関しては確認できない。＜サポート例＞現地で手持ちの現金が足りなくなってしまい、カードも使えない状態で、保険の「海外送金サービス」により、その場のお金を用立ててもらった学生もいた。



③渡航情報システム
渡航情報管理システム 「ただいま海外留学中」

大学との定期的な連絡

緊急時の安否確認

渡航情報の把握
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2016年度から渡航情報管理システム「ただいま海外留学中」を導入し、学生の渡航情報はこのシステムで一元管理して、いつどこに誰が行っているかを迅速に把握できるようにしている。このシステムは東京外国語大学が業者とともに2015年度から開発を進めてきたものである。交換留学や短期留学など、大学を通じて海外に留学する学生は本システムへの登録を義務付けている。運用手順は、派遣前に学生から提出された情報をもとに、スタッフが登録し、渡航日程（便名）、滞在先住所・電話番号、メールアドレス、携帯電話番号、保険会社、保険証券番号等の各項目を入力する。登録しないと（届けを提出しないと）大学を通じての海外留学（交換留学等）を認めないため、全員が登録している。派遣先に到着したら、本システムを通じて到着の報告をしてもらっている。以後、システムを通じて様々な連絡を取り合っている。システムは常時スタッフが確認しており、学生からの様々なメッセージに対応している。①外務省ホームページ等により、注意喚起が必要な情報を得た時は、システムを通じて学生に送信している。　 ※たびレジ、在留届を提出していれば情報は学生に伝わっているため、特に重要なものに対して行っている。②派遣先で自然災害や事件、事故等が起こった場合、このシステムを通じて、現地の学生の安否確認を行う。状況に応じてメールや電話でも対応している。　※安否確認の方法は、現地に派遣中の学生をシステムから取り出してリスト化、返信の有無等を確認し、結果を学長室ほか、関係部署に報告し情報を共有。③その他、病気（メンタル面を含む）や事故、トラブル発生といった場合には、適宜、関係部署・機関（必要に応じて本人が加入している海外旅行保険会社も）に相談のうえ対応している。本システムを通じてメッセージは学生のメール・アドレスに送られるシステムとなっている。ウェッブにログインすればウェッブ上からも確認できるが、システムに登録していてもログインしない学生がいることが課題の一つ。休学留学の場合でも、休学願いに海外渡航情報を記入させ、登録しているので、全員登録できている。だが、休学中に海外渡航を決意した学生がいた場合は、登録できていない場合がある。個人旅行者も（海外旅行届）の提出を義務付けているが、提出していない場合には確認のすべがない。これらの者を登録させることも課題。なお、教務システムと本システムはリンクしていない。また、必要に応じて（加入状況に応じて）大学が加入している日本エマージェンシーアシスタンス社による「留学生危機管理アシスタンスサービス（OSSMA）」に依頼する場合もある。OSSMAが独自に安否確認を行ってくれた事例もあり、本システムによる安否確認の補完機能を果たしている。本システムで安否確認を行った実例：ロシア地下鉄爆発、イギリスコンサート会場爆発、メキシコの地震、アメリカ・ラスベガスの銃乱射、台湾の地震等（2017年度）



海外の本学ネットワーク
本学海外拠点（現在17オフィス）

本学同窓会組織
（東京外語会）
世界に53支部

本学で教員経験のある現地教員ネットワーク
15

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
10月と4月の毎年2回、派遣学生が入れ替わるタイミングで、本学海外拠点（GJO）のコーディネーターに派遣学生のリストを送っている。メールアドレスについては本人の了解を得たうえで知らせている。海外拠点（GJO）は海外協定校に開設している海外オフィスで、現在、17のオフィスがある。ヤンゴン大学、淡江大学、ロンドン大学SOAS、上海外国語大学、韓国外国語大学校、カイロ大学、サラマンカ大学、グアナファト大学（メキシコ）、ベオグラード大学、リオ・デ・ジェネイロ州立大学、国際人文開発大学（トルクメニスタン）、ヴィータウス・マグヌス大学（リトアニア）、ライデン大学、リヴィウ大学（ウクライナ）、高等経済学院（ロシア）、プレトリア大学（南アフリカ）、メルボルン大学2023年度までに主要な海外協定校38校にGlobal Japan Officeを設置予定。東京外国語大学の同窓会組織である東京外語会は世界に53支部あり、その地に派遣された学生の支援を行っている。



危機管理サービスOSSMA
• 希望者は、学研災付帯海学に加えて、日本エマージェンシーアシ
スタンス社による「留学生危機管理アシスタンスサービス
（OSSMA：Oversea Student Safety Management 
Assistance）に加入できる

16

Tokyo University of Foreign Studies

• 海外旅行保険には対応できない可能性のあるケースに対応
自然災害（地震、噴火またはこれらによる津波）、戦争、内乱等
（クーデター等）・・・

• アシスタンスサービスとは、原則、どのような状況下でも、人命尊重
を第一とした、支援・援助・援護などの行動をとってくれるもの

16

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大学とOSSMAとの間の包括契約にもとづき、希望する学生はOSSMAの危機管理アシスタンスサービスに加入できる。海外旅行保険では対応できない事象を補うために、OSSMAの危機管理アシスタンスサービスへの加入を勧めている。個人がOSSMAの危機管理アシスタンスサービスに加入するための契約料は、例えば1年間で29,196円である。加入率はおおむね５～７％である。OSSMAとの包括契約は、学生が同社の危機管理アシスタンスサービスに加入するための前提となるものである。※危機管理に関する国・地域別の情報が送られてくるほか、説明会の実施（サービスの概要についての説明）のサービスが付く。大学がOSSMAに支払っている包括契約料は間10万円である。（入会金は8万円）



• 英国A大学：強盗事例

• ポルトガルB大学：強盗事例

• 東南アジア諸大学：体調不良事例

• 東アジアC大学：学生との連絡が取れなくなった事例

• ロシアD大学：誤飲によるやけどとその後の対応事例

派遣学生の対応事例
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
強盗：　　　　それぞれ金銭を強奪されたが、事前の指導（無抵抗主義）により、最悪の事態は回避されたのではないかと考えている。　　　　事後についても、本人が大使館等に連絡を入れており、何かあったときにどのように対応するかについても、留学前に説明している。　　　　英国の場合、判明してすぐに、交流のある派遣先大学の日本語教員に連絡、学生のサポートを行ってくれた。　　　　普段から協定校との連絡を密に行っていたために、サポートについて迅速に対応できた例でもある。体調不良：　　　　短期留学をしていた学生がおなかを壊した例。　　　　本学教員が現地に行っている場合、病院への付き添いや関係各所への連絡を行ってくれる。　　　　保護者には、日本の留学支援共同利用センタースタッフが連絡。学生との連絡：　　　　母親より休学留学中の学生と連絡が取れなくなったと入電。　　　　通っている語学学校に電話連絡をし、本人の無事を確認。　　　　本学のゼミ担当教員からも本人に連絡を入れてもらい、無事本人と保護者との連絡がつき、帰国した。　　　　渡航前の連絡先の把握、留学先の把握は重要という例。誤飲によるやけど：　　　　テーブルの上にあった洗浄剤を間違えて飲んでしまい、顔をやけど。　　　　救急車で運ばれたが、最初は本人から親への限られた連絡しかなく（顔にやけどを負ったため、また病院からのため連絡がしっかりつかなかった）、　　　　入院先を探すことから対応が必要だった。　　　　ロシア在住の長い本学展開力コーディネーターのネットワークにより、現地で医療サポートを行っている方に連絡を取り、入院先が判明。　　　　その後もサポートの方が逐一状況を連絡くださり、留学生課と親ともこまめに情報共有を行った。　　　　サポートの費用もすべて保険でカバーされた。　　　　安心できる保険に加入しているべきであること、そして本学教職員のネットワークが素早い対応につながった例。



受入学生の
危機管理について

18

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




本学の危機管理対策について

Tokyo University of Foreign Studies

①来日時オリエンテー
ション・入寮説明会

②学研災
インバウンド
保険加入

③受入教員・コーディ
ネーター・留学生課

による連携

④防災訓
練・安否確
認シミュレー
ション

協定校との
定期的な連絡

緊急時の
安否確認

学内連携体制

保健管理センター
学生相談室
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大きく4つの柱で対応している。1点目、来日時オリエンテーション。          非正規生を中心に、生活一般のサポート体制について情報提供。在留管理を含め、日本で生活する上での注意点を説明。2点目、学研災インバウンド保険への加入義務付け。　　　　　ただし、加入の言質を取るまでは行っていないので、トラブル発生時に保険なしで自腹の対応となったことも。　　　　　全員加入が課題。3点目、受入教員と各種プログラムコーディネーター及び留学生課・学生課の連携体制の強化。　　　　　日頃から三者間でコミュニケーションをとり情報共有を心がけている。4点目、防災訓練。　　　　　地震等の災害発生時のシミュレーションを全学で実施。　　　　　安否確認メールの送受信やシェイクアウト訓練で防災意識の向上。　　　　　留学生寮は別途避難訓練を実施。消火訓練や通報・AED訓練、起震車体験等も盛り込んでいる。



• 救急搬送：ケガ、交通事故

• 火災：損害賠償

• カウンセリング等：引きこもり、適応障害

• 在留管理：期限切れ など

受入学生の対応事例

20

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
救急搬送：平日は基本的に留学生課職員・教員等が同行。夜間、休日祝日は入寮者については学生チューターが同行。クラブ活動中のケガもあり。交通事故：被害者になるだけではなく、加害者隣る例もあり（自転車で高齢者にぶつかりケガをさせたなど）。火災：　　　留学生寮内で揚げ物調理中に発火。初期消火で収まったものの、室内損害・修理費用の一部負担。カウンセリング等：引きこもりや適応障害で授業に出られなくなるケースあり。産業医のカウンセリングに加え試験等への合理的配慮。在留管理：更新期限を過ぎて入管に相談。期限更新できず帰国するケースも。大学としての在留管理体制が課題。



東京藝術大学

日ASEAN芸術文化交流が導く多角的プロモー
ション

～協働社会実践を通じた心のインフラと質保証フ
レームの構築～

21



学生の留学に係る危機管理について

東京藝術大学（日ASEAN芸術文化交流が導く多角的プロモーション）

学内体制

通常

• 事務局・部局をまたがる常設組織として「危機管理室」を設置。

• グローバルサポートセンター長（副学長（国際担当））を室長と
し、本部付き国際担当教員及び事務職員で構成。

• 危機事象発生の未然防止、リスク回避、安全教育の充実及び危機
事象発生時の迅速・的確な対応を目的に、関係情報を収集し、学
生を含む関係者へ情報提供する。

一定以上の

危機事象発生

• 臨時組織として、部局レベルの「危機対応室」を設置。

• 各学部長及び事務長で構成。

• 「危機管理室」からの情報・提案を検討し、事態の収束に当たる。

重大な

危機事象発生時

• 臨時組織として、学長をトップとする本部レベルの「危機対応
室」を設置。

• 部局レベルの「危機対応室」メンバーに加え、「危機管理委員
会」（学長・理事で構成される常設委員会）メンバーで構成。

• 「危機対応室」で審議された重要事項について、最終決定を行う。

学生及び教職員の海外渡航に係る安全対策・危機管理を定めた「海外危機管理マニュアル」を策定
（２０１７年１２月）。

通常時～重大な危機事象の発生時における体制、危機事象発生時の対応等を整理したものであり、状況
の変化に応じて更新することとしている。

学外連携機関

日本エマージェンシー
アシスタンス株式会社

（EAJ）

■通常時
危険情報・助言の提供、ガイ
ダンスの実施、アシスタンス
サービス（OSSMA）の提供 等

■危機事象発生時
緊急対応組織の支援・医療支
援・緊急搬送支援・救援者支
援・行方不明者の捜索 等

情
報
提
供
・
助
言

22



東京藝術大学（日ASEAN芸術文化交流が導く多角的プロモーション）

危機管理に係る情報収集

情報区分 収集・共有する情報項目または情報概要

学内情報
1) 海外出張中／在勤中または帰国した教職員により提供される現地情報
2) 海外留学中または帰国した学生により提供される現地情報

公的情報

1) 日本国の外務省が発出する諸外国・地域の危険情報、治安状況
2) 日本国の外務省等が作成した安全対策に係るマニュアル類
（「海外安全虎の巻」「海外旅行のテロ誘拐対策」「海外で困ったら－大使館・
総領事館でできること」「FORTH 海外で健康に過ごすために」など）

危機管理会社による情報
1) ＥＡＪにより配信される海外危険情報
2) ＥＡＪへの依頼により取得できる特定国・地域の危険情報
3) ＥＡＪより提供される安全対策に係るマニュアル類／ガイダンス資料類

その他の情報

1) 他大学・機関が作成している海外派遣に係る危機管理マニュアル
2) 外部団体が主催する危機管理セミナー等で提供される情報
3) 国際交流協定校等の連携機関により提供される現地情報
4) その他、海外在住の知人等から教職員・学生が受信した情報

23



東京藝術大学（日ASEAN芸術文化交流が導く多角的プロモーション）

危険情報
レベル

危険情報の内容 派遣決定前
派遣決定後
～派遣開始前

派遣中

レベル１
十分に注意し
てください。

その国・地域への渡航，滞在に当
たって危険を避けていただくため
特別な注意が必要です。

〇
派遣先として選

択可

〇
実施

〇
継続

レベル２
不要不急の渡
航は止めてく
ださい。

その国・地域への不要不急の渡航
は止めてください。渡航する場合
には特別な注意を払うとともに，
十分な安全対策をとってください。

×
派遣先として選

択不可

△
中止か実施かを

協議

△
継続か中断か

を協議

レベル３

渡航は止めて
く だ さ い 。
（渡航中止勧
告）

その国・地域への渡航は，どのよ
うな目的であれ止めてください。
（場合によっては，現地に滞在し
ている日本人の方々に対して退避
の可能性や準備を促すメッセージ
を含むことがあります。）

×
派遣先として選

択不可

×
中止

×
中断・様子を
見て帰国また

は退避

レベル４

退避してくだ
さい。渡航は
止めてくださ
い。（退避勧
告）

その国・地域に滞在している方は
滞在地から，安全な国・地域へ退
避してください。この状況では，
当然のことながら，どのような目
的であれ新たな渡航は止めてくだ
さい。

×
派遣先として選

択不可

×
中止

×
中断・即刻帰
国または退避

「危機管理室」は、学生及び教職員の派遣先国・地域について、派遣前・派遣中に日本国外務省
が発出する危険情報を参照し、以下の評価基準に照らし合わせてリスクを評価、危険の度合いに応
じた対応を講じることとしている。

派遣・継続可否の判断基準（派遣先に係るリスク評価）
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東京藝術大学（日ASEAN芸術文化交流が導く多角的プロモーション）

安全教育の実施

 『海外留学の手引き』を作成・配布。ウェブサイト上で周知。
 ウェブサイト、留学説明会等、あらゆる機会を通じ、海外派

遣・海外留学における安全対策、危機管理の重要性、学内ルー
ル、必要手続き等を説明。

 具体的には、以下の事項について説明・指導。

① 「自分の身は自分で守る」という基本原則およびその為の心構え
② 危機管理や安全対策等に関する情報源（渡航先の社会・文化・治安・対日関係等の把握

方法とその重要性）
③ 海外派遣の中止等に係る本学の判断基準
④ 海外派遣に係る事前の手続き（学内手続き、外務省への情報提供（たびレジ、在留届）

など）
⑤ 海外渡航中の本学および在外公館の連絡窓口。安否確認の方法
⑥ 海外滞在に係る通信手段の確保、資金計画、金銭および健康の管理方法
⑦ 事件・事故等に巻き込まれた場合の対応
⑧ 各種保険（海外旅行保険、学生教育研究災害障害保険、国民健康保険（海外療養費支給

制度）、クレジットカード付帯保険など）
⑨ アシスタンスサービス（OSSMA）

 「大学の世界展開力強化事業（ASEAN）」プログラムへの参加学生については、参加に当たり、
渡航先の法令遵守、第三者へ損害を与えた場合の責任、渡航中の健康状態・行動等による参加取
消等の諸事項を明記した「参加同意書」の提出を義務付け。 25



新潟大学

メコン諸国と連携した地域協働・ドミトリー型融
合教育による理工系人材育成

26



新潟大学(メコン諸国と連携した地域協働・ドミトリー型融合教育による理工系人材育成)

学生の留学に係る危機管理について

メコン諸国と連携した
地域協働･ドミトリー型融合教育による

理工系人材育成

王立プノンペン大学

ラオス国立大学

チュラロンコン大学

ハノイ工科大学

新潟大学

大学の世界展開力強化事業(アジア諸国等との大学間連携の枠組み強化-タイプB-)・平成30年度採択大学連絡会，2018/12/14，京都大学百周年時計台記念館
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派遣学生の安全危機管理について（G-DORM）

新潟大学(メコン諸国と連携した地域協働・ドミトリー型融合教育による理工系人材育成)

*新潟大学で教職員向けJCSOS地区セミナ-(年1回))
*新潟大学はJCSOS正会員

＜応募及び選抜＞
●G-DORMプログラム募集説明会（募集要項配布）
●応募書類(健康状態・持病・アレルギーの有無も記載)
●「面接・学業成績・英語能力・応募書類」で選抜
●誓約書(保険加入了解を含む)，保護者同意書(緊急時の必
要機関への情報提供および対応協力を含む)

＜渡航前＞ 新潟大学の共通事項
●「外務省海外安全ホームページ」等から情報収集
●「たびレジ」に登録(３ヶ月以上滞在では「在留届」を提出)

●在外公館連絡先を確認
●海外渡航前安全管理オリエンテーション(外部講師も招聘)（7月・12月開催）

●「海外安全虎の巻(外務省)」冊子の配布
●「海外渡航計画書」及び所属学部・研究科様式書類の提出

●海外旅行保険：「学研災付帯海外留学保険：付帯海学」への
加入(*私事の際は一般海外旅行保険)

●危機管理サービス：日本アイラック「安心サポートデスク」へ
の加入：学生支援・大学支援・家族対応支援等(*私事の際は推奨)

＜渡航前＞
●G-DORMプログラム参加者に対する事前説明会(留学先
の大学・宿舎・インターンシップ先・緊急時の連絡先情報も
含む）
●SIMフリーのスマートフォンの貸出（渡航先で購入推奨
するSIMカードへの対応）
●G-DORM留学経験者との情報交換の機会提供
●留学先大学及びインターンシップ先への学生情報の提供
と必要書類の送付
●必要ならばVISA取得手続きの支援
●インターンシップ先への交通手段(必要なら宿舎)確保(*生
活安全状況等を企業と打合せ)

＜渡航中＞
●到着連絡及び学務・宿舎手続き状況等の報告
●現地携帯SIMカード(購入推奨)の連絡先番号の報告
●在籍確認(1ヶ月1回を基本)報告(JASSO関連)
●インターンシップ中の週報提出(メール・スカイプも活用)
●適宜，メール・携帯・スカイプで情報交換(悩み相談)
●適宜，留学経験者との情報交換の機会提供
＊緊急連絡先情報携行を推奨

＜渡航中の緊急トラブル対応；迅速に各所と連絡対応＞
危機管理サービス会社・海外旅行保険会社と連携

家族

G-DORM統括･運営
工学力教育ｾﾝﾀｰ教職員

(*関係各所の
連絡先情報管理)

学生
(＊緊急連絡先
の情報携行)

新潟大学
（単一部局対応:
工学部長），

(複数部局対応:
自然科学系長)，

(全学的対応:学長)留学先大学 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ先企業

＜帰国＞ ●帰国連絡 ●成果報告会・振返りワークショップ

●各種報告書等の提出 ●貸出スマートフォンの返却

※受入学生は，保険【学研災,学研賠,付帯学総(3ヶ月以内はｲ
ﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ保険)】に加入し，G-DORMのガイダンス(緊急連絡先情
報含む)後に，相手大学と密に情報を共有しつつ，基本的に本
学在学生と同等な安全危機管理で対応。留学経験学生・ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習ﾒﾝﾊﾞｰ・所属研究室学生が積極支援。

28



新潟大学(メコン諸国と連携した地域協働・ドミトリー型融合教育による理工系人材育成)

新潟大学での危機状況の区分と計画実行責任者
ﾚﾍﾞﾙ1：単一部局の対応が必要となる危機・当該部局長が対応
ﾚﾍﾞﾙ2：複数の部局の対応が必要となる危機・当該学系長が対応
ﾚﾍﾞﾙ3：全学的な対応が必要となる危機・学長(危機管理本部長)

大学が守るべき優先順位
１．大学に関わる人の安全を確保する(①学生・患者，

②教職員，③学内居住の学生・教職員の家族，④
その他大学に関わる人)

２．地域住民の安全確保を支援する
３．大学の事業継続を行う(①名誉を守る，②財政の

担保，コンプライアンス(法令順守)を実施)
４．学術的な貴重資料を保全する(①財産を守る)

新潟大学の危機管理体制の考え方（新潟大学の危機管理計画からの抜粋）

レベル１：単一部局の対応（例：交通事故，交通違反） レベル３：全学的な対応(例：地震，ライフラインの大規模停止)
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新潟大学(メコン諸国と連携した地域協働・ドミトリー型融合教育による理工系人材育成)

プログラム中止の判断基準（海外留学実施前の，実施/中止・延期の判断基準の概略）
<新潟大学での海外留学における安全管理の手引きから抜粋>

１．外的要因による判断
下表の「外的要因による危機」が「重度」に該当する場合，中止又は延期することを原則とする。その判断は，

「新潟大学危機管理計画-危機発生時の対応マニュアル-」の定める危機のレベル(参照：前ｽﾗｲﾄﾞの「新潟大学で
の危機状況の区分と計画実行責任者」)に応じて，緊急対応本部長又は緊急対策本部長に当る者の下で行う。

要因 重度

派遣先
（国・地域の事
情）

外務省から
の注意喚起

外務省海外安全ホームページにおいて，レベル２以上の危険情報が発生されてい
る。又は渡航自粛等，レベル２と同等レベルの注意喚起が一時的に発生されている

自然災害 大規模な災害が発生した，又は今後大きな災害が発生する可能性がある(地震等)

感染症 感染症が発生し大規模な感染が起きている，又は今後の拡大が予測できない

犯罪 重度な犯罪が発生した，又は今後発生の可能性がある

テロ・戦争 留学先国・地域又は近隣においてテロ・戦争が発生した，又は国・地域を問わない
無差別なテロが発生している

大学等学生派
遣先の事情

大学等学生
派遣先

派遣先について経営上等の信用不安があり，契約した教育サービスの不履行が懸
念される

２．学生個人の要因による判断
心身の不調やその他の事情により，留学先の生活・学業に懸念がある場合は，当該学生が所属する学部/研

究科の長が留学の可否を判断する。 30



新潟大学(メコン諸国と連携した地域協働・ドミトリー型融合教育による理工系人材育成)

危機管理（工学部での怪我や体調不良に関する連絡への対応）の事例

【派遣】H27年度・マレーシアにおける短期派遣の新潟大学生の骨折の件
・学生から「自由時間にサッカーで転倒して左膝を負傷し，翌日の保健室訪問で病院に行くように助言された」と新潟大学
のプログラム担当教員及び職員にメール連絡があった。
・新潟大学から旅行会社経由で保険会社に連絡。学生に保険会社への連絡を指示。新潟大学から保護者に連絡。
・学生が，旅行会社現地コーディネータと一緒に，キャッシュレス対応の病院を受診。
・骨折で手術が必要との診断で，学生が保護者とも相談して現地での手術と数日の入院を選択(帰国予定日の変更無し)。
・退院後に，他のプログラム参加学生および帰国引率教員と一緒に帰国。
＜※現地での手術の選択は，保険会社および旅行会社の現地での説明対応の重要性を示唆している＞

【受入】H29年度・新潟大学におけるG-DORM中期(2ヵ月)受入のタイ学生の指の切創の件
・午後6時頃に留学生宿舎で調理中に左人差し指を包丁で切った。
・新潟大学教員に連絡後に，グループ学習メンバーの新潟大学生と一緒に，新潟市急患診療センターを受診して治療。
・受診治療後に新潟大学プログラム担当教員に連絡があり，午後11時頃に面談にて状況説明報告を受けた。
・翌日に新潟大学から保険契約会社に連絡相談し，新潟大学教員と一緒に，近辺の整形外科を受診。
・1週間後に再受診して治療完了。
＜※ホスト学生の支援が有用。※近郊にキャッスレス病院が無く，治療費は現金支払い。３ヶ月以内の短期滞在留学生
は銀行口座開設困難であり，教員が立て替え，後日に教員の銀行口座への振込返金。保険手続きの複雑さを実感＞

【派遣】H30年度・タイにおけるG-DORM中期(2ヵ月)派遣の新潟大学生の腸炎の件
・現地時刻午前9時16分に学生から新潟大学プログラム担当教員へ，腹痛・吐き気のため，キャッシュレス対応可能病院
の紹介依頼連絡。折り返し連絡するので少し待つように返信し，危機管理サービス会社に連絡して学生への対応を依頼。
・その後，学生は連絡を待ちきれずに，自身で留学生宿舎への救急車を電話要請。
・現地時刻午前10時15分に保険会社から学生に電話連絡され，既に救急車手配中だったので，病院搬送後にキャスレス
等の対応手続きを行うことが，危機管理会社から大学に連絡。その後，キャッスレス手続きを遂行中との報告もあり。
・現地時刻午後2時30分頃に新潟大学から学生へ電話。腸炎と診断され，薬を処方され，留学生宿舎で休んでいる状況。
・既に保護者には学生が自身で説明連絡し，新潟大学からの連絡は不要とのことであった。
・新潟大学から学生へ，複数回の連絡を行い，2日後にほぼ回復し，3日後に学業復帰したことを把握。
＜※危機管理サービス会社(H30年度から契約)が保険会社との仲介を担って，負担が少し軽減された印象＞
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名古屋大学

ASEANと日本を繋ぐ「グローバル・ソフトイン
フラ基礎人材」育成プログラム
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大学の世界展開力事業（H28採択アジア諸国）

学生の留学に係る危機管理について

名古屋大学

総長補佐、経済学研究科 准教授

土井康裕 （本事業 実施委員長）
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危機管理：大学としての対応

 2015年から、全学向けの「安全・危機管理オリエンテーション」開始

（既存の内容を改善し、大学としての対応を織り込む：学生、教員の理解拡大）

 国際機構内に「安全・危機管理部門」を設置（専門家の招へい）

 大学役員、事務、現場担当者も参加したシミュレーションを実施

 協働プログラムを実施する連携校との情報共有強化

 東南アジアでのリスク管理：

⇒ バンコク病院（タイ）と医療支援に関する協定を締結
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危機管理：本事業での取り組み

≪派遣≫
派遣前の安全・危機管理オリエンテーションの受講義務
オリエンテーションを国や目的に合わせてカスタマイズ
海外旅行保険について、業者担当者からの説明会
病気等で入院が必要になった時のバックアップ体制（支援者派遣）

≪受入≫
事前の健康診断等の徹底（国によって格差）
病気等で入院が必要となった時の支援体制（部局、国際機構、事務 他）
病気や事故にあった場合の金銭的支援（出身大学との相談を含む）
病気や事故にあった学生のメンタルケア
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〇広島大学、広島経済大学

CＬMV諸国の持続可能な平和、幸福、発展に貢献
する研究力と社会起業力の融合人財育成
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学生の海外派遣に関する危機管理対応
【主な危機管理対応】
• 「自分の身は自分で守る」という学生の意識啓発に向けた取組の実施

（海外渡航リスク管理セミナー，プログラム別オリエンテーション・説明会 等）
• 海外旅行保険（広島大学が包括契約）への加入の義務付け

（付帯するトータルサポートサービスを利用した安否確認を実施）
• 渡航前の緊急連絡先届の提出義務付け及び関係者間での情報共有

＜広島大学における派遣可否の判断基準＞
⇒「外務省海外安全ホームページ」の「海外危険情報」に基づき判断

危険レベル２の国・地域 ⇒派遣は原則中止又は延期，派遣中の者は帰国
危険レベル３以上の国・地域 ⇒派遣は中止，派遣中の者は即刻帰国

上記及び派遣学生が事件・事故等に巻き込まれた場合の学内体制及び対
応方法を定めた「学生の海外渡航に関する危機管理マニュアル」について，
「大学における海外留学に関する危機管理ガイドライン（平成29年3月31
日）」策定前に整備済み。

広島大学
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派遣学生の意識啓発に向けた取組

【海外渡航リスク管理セミナー（年に2回開催）】
• 海外渡航を行う学生に対しては参加を義務付け

• 海外渡航に当たり注意すべき一般的事項，渡航前・渡航後に必ず行うべき手続き
（「たびレジ」への登録及び海外旅行保険への加入）及び感染症対策について説明

• セミナーでは，外務省作成の動画や教材を活用

【プログラム別渡航前オリエンテーション・説明会】
• 派遣先国・地域及び現地での活動内容に応じた注意事項の説明

【意識啓発を行うに当たっての課題】
• 海外留学を希望する外国人学生（日本国籍以外の学生）に対する危機管理対応

（セミナー・説明会の多言語対応。国籍に応じた必要手続き等の説明）

広島大学
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受入れ留学生に対する危機管理対応
【外国人留学生に対する危機管理対応】
• 日本人学生・外国人留学生の違いに関わらず，学生の事件・事故対応及び重大な危機発生時の安否

確認（緊急連絡システムの活用）については一元的に対応することが原則
• 一方で，外国人留学生や学生交流プログラムにより短期間の受入れ学生に対しては，言語面及び地

震・台風などの我が国特有のリスクに対する前提知識の違いに対する配慮が必要

【学生交流プログラム受入れ留学生に対する危機管理対応】
• 危機に備えた日常的な対応（渡日直後のオリエンテーション等を通じた説明）
• 台風接近等 危機が想定される場合における注意喚起の実施

（最新の気象情報や避難場所に関する情報収集方法について周知）
• 実際に危機が発生した場合における対応

（留学生への連絡（安否確認・被害状況の確認），協定校等への連絡 等）

【平成３０年７月豪雨時における本学の対応等】
• 学生（留学生を含む）の人的被害・被災はなし。

キャンパス内外において，土砂崩れが発生。
また，道路の寸断及び公共交通機関の運休に伴い，構成員の通勤・通学に影響が発生

• ７月６日（金）から１３日（金）の授業については，全学又はキャンパス単位で一斉休講
• 留学生を主な対象とした支援として，以下を実施

○希望学生に対して，非常食等を無料配布
○広島大学公式ウェブサイトを通じて，必要情報を日・英・中の３か国語で情報提供

広島大学
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明治大学

ＣＬＭＶの持続可能な都市社会を支える共創的教
育システムの創造
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学生の留学に係る危機管理について

派遣学生の危機管理について

・派遣期間中の危機管理にかかるトータルサポートサービス

提供会社と契約を結び、学生が世界中どこにいても24時間

365日派遣先での緊急時の事故受付や医療・救援サービス等の

サポートが受けられる体制を全学的に整備

・危機管理マニュアルを整備し関係教職員間で共有

・各取組部局では留学前には必ずオリエンテーションを開催し、

交流先大学の担当者とも連携しながら、参加学生に研修中の

健康管理・危機管理指導・注意喚起・海外旅行保険への加入

及びたびレジ・「在留届」の登録を義務付け

・明治大学アセアンセンター（在バンコク）の協力を得て、

派遣時の事故対応・最新情報を共有

明治大学 （CLMVの持続可能な都市社会を支える共創的教育システムの創造）

41



学生の留学に係る危機管理について

受入学生の危機管理について

・各取組部局で受入学生の連絡先等の情報を管理し、
事故等発生時に早急に対応できる体制を整備

・受入学生の所属大学により指定の海外旅行保険への
加入を義務付け

・各キャンパスの診療所利用可能
・各取組部局の国際交流委員会の下、受入学生を
組織的に管理

・受入プログラム毎に留学サポーター学生を配置し、
留学生の大学生活のサポート体制を整備

・SNSや学内学習支援システム（Oh-o!Meiji）により、
頻繁に情報発信・情報交換

明治大学 （CLMVの持続可能な都市社会を支える共創的教育システムの創造）
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慶應義塾大学

LL.M.を用いたメコン地域諸国大学との協働によ
るアジア発グローバル法務人材養成プログラム
（PAGLEP）の形成

43



学生の留学に係る危機管理について
学生向け ～派遣～

●派遣前の説明会開催
●派遣者への面談
●現地の安全情報や現地緊急連絡先の案内
（病院や大使館）
●外務省の「たびレジ」への登録
●相手大学寮または近隣の宿泊施設を紹介
移動中のリスク、負担の軽減に配慮

●本派遣プログラムの関連部署への周知
●緊急連絡体制の構築

学生向け ～受入～

●オリエンテーションの実施
●International Student Handbookの配布
(留学生向けハンドブック）

●保険（国民健康保険等）加入の案内
●学内の保健管理センターからの感染症注意喚起
●大地震マニュアルの配布

慶應義塾大学大学院法務研究科（アジア発グローバル法曹人材養成プログラム）
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学生の留学に係る危機管理について

～派遣事例①～

タイにて猫にひっかかれる。
↓

現地で狂犬病・破傷風の注射をしてもらった。

～派遣事例②～

派遣先（米国）近くで殺人事件発生
↓

学生から大学担当者へ連絡あり。
↓

・平静を保つこと
・プログラムの継続案内（犯人は事件後、自殺）
・何か問題がある場合は受入先大学の担当者、
または派遣側の大学へ連絡するよう案内。

慶應義塾大学大学院法務研究科（アジア発グローバル法曹人材養成プログラム）
）

好取組事例（グッドプラクティス）
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学生の留学に係る危機管理について

～受入事例～

・宿舎確保
→ 大学近辺で、英語対応の可能な寮を複数紹介

・学習面での相談、生活面の支援体制として
チューター制度を導入。
→ 留学生向けの相談窓口を開設。
→ 入寮手続きや銀行口座の開設、

市民税の免税手続などのサポート

慶應義塾大学大学院法務研究科（アジア発グローバル法曹人材養成プログラム）
）
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